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インボイス制度とは？

2

「複数税率に対応した仕⼊税額控除の⽅式」です２０２３年
（令和５年）
１０月スタート

✔ 2023年10月から消費税の「仕⼊税額控除」を受けるためには「適格請求書」が必要

✔ 「適格請求書」とは、 売⼿が買⼿に対し適⽤税率や消費税額等を正確に伝える為の⼿段であり
一定の事項が記載された請求書や納品書その他これらに類する書類をいいます

✔ 税務署に登録した「適格請求書発⾏事業者」だけが「適格請求書」を発⾏できる

✔ 消費税を納めている「課税事業者」だけが「適格請求書発⾏事業者」になれる

【ポイント】



適格請求書とは？
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① 適格請求書発⾏事業者の⽒名⼜は名称及び登録番号
② 取引年月⽇
③ 取引内容（軽減税率の対象品目である旨）
④ 税率ごとに区分して合計した対価の額 （税抜き⼜は税込み）及び適⽤税率
⑤ 税率ごとに区分した消費税額等
⑥ 書類の交付を受ける事業者の⽒名⼜は名称

適格請求書に必要な記載事項

端数処理は一請求当たり税率ごとに一回の端数処理を⾏う

※個々の明細(商品)ごとに消費税を計算し端数処理を⾏った
合計額を記載することは認められません。

記載に当たっての留意点
⑤「税率ごとに区分した消費税額等」



適格請求書 消費税の端数計算
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端数処理は税率ごとに１回のみ ⾏ごとに端数処理し合算はＮＧ
認められる例 認められない例

「消費税の端数処理は1つの適格請求書で、税率ごとに端数処理は1回」と
する必要があります。



イージーマネージャーにおけるインボイス対応
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イージーマネージャーにおけるインボイス
の対応内容は以下です。
・請求書発⾏時の１回の税率計算
・インボイス発⾏事業者の登録番号の記載
・請求書に税率毎の内訳を表⽰

消費税毎の内訳を表示
税率計算は１回のみ

登録番号の記載


